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1.都市計画対象道路事業の名称 

一般国道464号 北千葉道路（市川市～船橋市） 

 

2.都市計画決定権者の名称 

都市計画決定権者の名称：千葉県 

代表者の氏名：千葉県知事 鈴木 栄治 

所在地：千葉市中央区市場町１番１号 

 

3.都市計画対象道路事業の目的及び内容（事業特性） 

3.1都市計画対象道路事業の目的 

北千葉道路は、東葛地域、北総地域の東西方向の骨格となる道路であり、首都圏北部、千葉 

ニュータウン、成田空港を結ぶことにより、国際競争力の強化を図るとともに、地域間の交流

連携、物流の効率化等、地域の活性化に寄与することが期待されます。 

市川市から鎌ケ谷市間は、東西方向の幹線道路が脆弱なため、一般国道464号や並行する県

道等では、慢性的に渋滞が発生しています。新しい幹線道路となる北千葉道路が整備されるこ

とで、交通が分散され、渋滞の緩和が期待されます。 

また、緊急輸送道路1次路線となっている一般国道464号や並行する一般国道356号、一般

国道296号のいずれも2車線しかなく、緊急輸送道路として脆弱なため、災害時の緊急輸送ネ

ットワークの強化が必要です。 

以上の課題と求められる機能から、当該道路の政策目標は以下のとおりとします。 

 

○成田空港等の拠点への広域高速移動の強化 

○周辺道路の渋滞の緩和 

○災害時の緊急輸送ネットワークの強化 
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3.2都市計画対象道路事業の内容 

3.2.1都市計画対象道路事業の種類 

一般国道の改築 

 

3.2.2都市計画対象道路事業実施区域の位置 

1) 起終点 

起点：千葉県市川市 

終点：千葉県船橋市 

 

2) 都市計画対象道路事業実施区域の位置 

計画路線により土地の形状の変更並びに工作物の新設及び増改築がありうる範囲を「都市計

画対象道路事業実施区域」とし、都市計画対象道路事業に係る地域特性の把握は、原則として

「対象事業実施区域及びその周囲」で行い、統計資料等の行政単位による文献調査の場合は、

「対象事業実施区域及びその周囲に含まれる市川市、船橋市、松戸市、柏市、八千代市、鎌ケ

谷市、印西市、白井市の8市」について行いました。 

 

3.2.3都市計画対象道路事業の規模 

延長：約15km 

 

3.2.4都市計画対象道路事業に係る道路の車線の数 

・千葉県市川市～鎌ケ谷市 

自動車専用道路（専用部）：4車線 

一般国道（一般部）：4車線 

・千葉県鎌ケ谷市～船橋市 

自動車専用道路（専用部）：4車線 

 

3.2.5都市計画対象道路事業に係る道路の設計速度 

設計速度：（専用部）80km/h、（一般部）60km/h 
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3.2.6その他の都市計画対象道路事業の内容 

1) 道路区分（種級） 

・千葉県市川市～鎌ケ谷市 

自動車専用道路（専用部）：第1種第3級 

一般国道（一般部）：第4種第1級 

・千葉県鎌ケ谷市～船橋市 

自動車専用道路（専用部）：第1種第3級 

 

2) 主な連結部（専用部） 

表１ ジャンクション・インターチェンジ名称 

ジャンクション・インターチェンジ名称 接続道路（連結先） 

（仮称）北千葉ジャンクション 東京外かく環状道路 

（仮称）松戸市川西インターチェンジ 北千葉道路一般部 

（仮称）松戸市川東インターチェンジ 北千葉道路一般部 

（仮称）鎌ケ谷西インターチェンジ 北千葉道路一般部 

（仮称）鎌ケ谷東インターチェンジ 北千葉道路一般部 

（仮称）白井インターチェンジ 北千葉道路一般部 

 

3) 都市計画対象道路事業に係る構造の概要 

地表式（盛土部、切土部、掘割部）、地下式（トンネル部）、嵩上式（橋梁・高架部） 

 

4) 都市計画対象道路事業に係る道路の計画交通量 

都市計画対象道路事業に係る道路の計画交通量は「平成20年東京都市圏総合都市交通体系調

査」（東京都市圏交通計画協議会）を基に令和12年について算出しました。推計結果を図１に

示します。 
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図１ 専用部及び一般部計画交通量（令和12年） 

 

表２ 一般部計画交通量詳細（令和12年） 

計画交通量（台/

日） 

区  間 

35,200 一般国道298号～市川市道0130号線 

36,100 市川市道0130号線～松戸市道主2-84号線 

36,100 松戸市道主2-84号線～松戸市道主2-81号線 

27,900 松戸市道主2-81号線～県道松戸原木線 

28,300 県道松戸原木線～一般国道464号 

23,600 一般国道464号～（仮称）松戸市川西インターチェンジ 

28,600 （仮称）松戸市川西インターチェンジ～県道市川柏線 

36,000 県道市川柏線～都市計画道路 

32,900 都市計画道路～（仮称）松戸市川東インターチェンジ 

26,400 （仮称）松戸市川東インターチェンジ～市川市道0239号線 

23,700 市川市道0239号線～都市計画道路 

28,000 都市計画道路～一般国道464号 

28,000 一般国道464号～鎌ケ谷市道3号線 

28,100 鎌ケ谷市道3号線～（仮称）鎌ケ谷西インターチェンジ 

33,300 （仮称）鎌ケ谷西インターチェンジ～鎌ケ谷市道2号線・鎌ケ谷市道4号線 

33,100 鎌ケ谷市道2号線・鎌ケ谷市道4号線～都市計画道路 

32,000 都市計画道路～県道船橋我孫子線・一般国道464号 
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5) 基本的構造 

道路構造は、地表式（盛土部、切土部、掘割部）、嵩上式（橋梁・高架部）、地下式（トンネ

ル部）を採用しました。 

道路構造の種類の区分を表３に示します。 

なお、本事業では換気塔の設置は予定していません。 

 

表３ 道路構造の種類、概ねの位置、延長 

道路構造の 

種類の区分 
種類の内容及び規模要件 概ねの位置 延長 

専
用
部 

地表式 嵩上式、地下式以外の区間 

2)松戸市高塚新田～松戸市高塚新田 約 0.4 km 

4)市川市大町～松戸市串崎新田 約 0.9 km 

6)鎌ケ谷市初富～鎌ケ谷市初富 約 0.3 km 

8)鎌ケ谷市粟野～船橋市小室 約 6.3 km 

嵩上式 

道路面が地表面よりおお
むね 5ｍ以上高い区間が
350ｍ以上連続している区
間 

3)松戸市高塚新田～市川市大町 約 2.8 km 

7)鎌ケ谷市初富～鎌ケ谷市粟野 約 2.3 km 

地下式 
地下式の区間とは道路が
350ｍ以上連続して地下に
ある区間 

1)市川市堀之内二丁目～松戸市高塚新
田 

約 1.6 km 

5)松戸市串崎新田～鎌ケ谷市初富 約 0.8 km 

一
般
部 

地表式 嵩上式、地下式以外の区間 

9)市川市堀之内二丁目～松戸市串崎新
田 

約 5.9 km 

11)鎌ケ谷市初富～鎌ケ谷市初富 約 2.1 km 

嵩上式 

道路面が地表面よりおお
むね 5ｍ以上高い区間が
350ｍ以上連続している区
間 

10)松戸市串崎新田～鎌ケ谷市初富 約 0.8 km 

注）「概ねの位置」に記載した 番号）は、p12の予測位置図における区間分けと対応している。  

 

6) 都市計画対象道路事業の工事計画の概要 

本事業の工事計画の策定に際しては、概ねの工事期間を想定した上で、道路構造及びその延

長等から想定される工事区分ごとに工種を設定しました。また、工事用車両については、実施

される工事区分の期間と工事用車両が運行可能な既存道路の関係から必要な車両台数を推計し

ました。 

なお、施工方法、工事期間等の具体的な計画は、事業実施段階において詳細設計を行った後

に決定することになります。また、工事は原則として昼間に行いますが、例えば、シールド工

事において昼夜連続してシールドマシーンを掘進させるなど夜間作業が伴う可能性がありま

す。このような場合においても、関係機関と協議の上、夜間作業を極力少なくするよう工事計
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画を検討します。 

(1)工事区分及び想定される工種 

本事業の工事は、地表式（盛土部、切土部、掘割部）、嵩上式（橋梁・高架部）、地下式（ト

ンネル部）の3種類から構成されます。工事区分及び想定される工種を、表４に示します。 

なお、工事の実施の際には、各関係機関と協議を行い、十分な安全対策を講じるとともに、周

辺住民へ工事の実施期間、内容等について周知徹底します。 

 

表４ 主な工事区分の概要 

道路構造の 

種類の区分 
工事区分 想定される工種 

地表式 土工部 

盛土、掘削・

基礎工 
擁壁構築工、盛土工、法面工、舗装工・設備工 

切土 掘削工、法面工、舗装工・設備工 

掘割 土留工、掘削・支保工・覆工、擁壁構築工、舗装工・設備工 

嵩上式 橋梁・高架部 
基礎杭工、土留工、掘削・支保工、橋台・橋脚構築工、 

橋桁架設工、床版工、舗装工・設備工 

地下式 
トンネ

ル部 

シールド工法 
土留工・立坑工、シールド工、トンネル内部構築工、舗装工・

トンネル設備工 

開削工法 
土留工、掘削・支保工・覆工、トンネル構築工、埋戻工、 

舗装工・トンネル設備工 

注）工事区分は、「道路環境影響評価技術手法（平成24年度版）」（平成25年3月 国土交通省 国土技術政策総合研究所）に基

づく。 

 

(2) 使用する主な建設機械及び工事用車両 

各工事の主な作業内容と使用する主な建設機械を表５に示します。 
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表５ 使用する主な建設機械 

道路

構造 

工事 

区分 
主な工種 主な作業内容（種別） 主な建設機械 

地 

表 

式 

土

工

部 

盛 

土 

擁壁構築工 コンクリート工 クレーン、コンクリートポンプ車 

盛土工 盛土工 ブルドーザ、バックホウ 

法面工 法面整形工、種子吹付工 バックホウ、吹付機 

舗装工･設備工 アスファルト舗装工、設備工 
アスファルトフィニッシャー、振動

ローラー 

切 

土 

掘削工 掘削工（土砂掘削） バックホウ 

法面工 法面整形工、種子吹付工 バックホウ、吹付機 

舗装工･設備工 アスファルト舗装工、設備工 
アスファルトフィニッシャー、振動

ローラー 

掘 

割 

土留工 地中連続壁工（柱列式） クローラ式アースオーガ、クレーン 

掘削･支保工･覆工 掘削工（土砂掘削）、支保工、覆工 バックホウ、ブルドーザ、クレーン 

擁壁構築工 コンクリート工 クレーン、コンクリートポンプ車 

舗装工･設備工 アスファルト舗装工、設備工 
アスファルトフィニッシャー、振動

ローラー 

嵩 

上 

式 

橋 

梁 

・ 

高 

架 

部 

基礎杭工 場所打杭工（オールケーシング） 
オールケーシング掘削機、コンクリ

ートポンプ車 

土留工 鋼矢板工 クローラ式アースオーガ、クレーン 

掘削･支保工 掘削工（土砂掘削）、支保工 バックホウ、ブルドーザ、クレーン 

橋台・橋脚構築工 コンクリート工 コンクリートポンプ車 

橋桁架設工 橋桁架設工 クレーン 

床版工 コンクリート工 コンクリートポンプ車、クレーン 

舗装工･設備工 アスファルト舗装工、設備工 
アスファルトフィニッシャー、振動

ローラー 

地 

下 

式 

ト
ン
ネ
ル
部 

シ
ー
ル
ド
工
法 

土留工・立坑工 

地中連続壁工（柱列式）、仮設H鋼

杭、掘削工（土砂掘削）、支保工、

コンクリート工、埋戻工 

クローラ式アースオーガ、バックホ

ウ、クレーン、ブルドーザ、コンクリ

ートポンプ車 

シールド工 
シールドマシン搬入･組立工、シー

ルド掘進･セグメント組立工 

シールドマシン、泥土処理設備、クレ

ーン 

トンネル内部構築

工 
コンクリート工 コンクリートポンプ車 

舗装工･トンネル

設備工 

アスファルト舗装工、トンネル設備

工 

アスファルトフィニッシャー、振動

ローラー 

開 

削 

工 

法 

土留工 地中連続壁工（柱列式） クローラ式アースオーガ、クレーン 

掘削･支保工･覆工 掘削工（土砂掘削）、支保工、覆工 バックホウ、ブルドーザ、クレーン 

トンネル構築工 コンクリート工 コンクリートポンプ車 

埋戻工 埋戻工 
ブルドーザ、バックホウ、振動ローラ

ー 

舗装工･トンネル

設備工 

アスファルト舗装工、トンネル設備

工 

アスファルトフィニッシャー、振動

ローラー 

 

(3) 工事施工ヤード、工事用道路の設置位置 

工事施工ヤードは、計画路線の区域内を極力利用する計画です。また、工事用道路は、計画路

線の区域内及び既存道路を利用する計画です。工事用車両（搬入搬出車両）は大別すると、盛

土及び掘削土の搬入搬出用等のダンプトラック、コンクリート搬入用のコンクリートミキサー

車です。想定される主な工事用車両の運行台数を、表６に示します。 
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表６ 工事用車両の運行台数 

 [単位：台/日（総台数）] 

地点 道路名 1日最大延べ工事用車両台数 

A 一般国道298号/東京外かく環状道路 370 

B 県道松戸原木線 200 

C 一般国道464号 50 

D 県道市川柏線 30 

E 一般国道464号 130 

F 一般国道464号 130 

G 一般国道464号 100 

H 一般国道464号 100 

I 県道千葉ニュータウン北環状線 210 

J 一般国道464号 210 

K 一般国道464号 210 

L 一般国道16号 210 
注）工事用車両が運行する時間は、8:00～12:00、13:00～17:00を計画とした。 

 



 

－10－ 

図２ 都市計画対象道路事業実施区域の位置図 
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二酸化窒素
浮遊粒子状物質

○ ○ ○

粉じん等 ○ ○

②騒音 騒音 ○ ○ ○

③振動 振動 ○ ○ ○

④低周波音 低周波音 ○

⑤水質 水の濁り ○ ○

⑥水文環境
河川 ○ ○ ○ ○

地下水 ○ ○ ○ ○

⑦地盤 地盤沈下 ○ ○ ○

⑧日照阻害 日照阻害 ○

⑨動物 重要な種及び注目す
べき生息地

○ ○ ○

⑩植物 重要な種及び群落 ○ ○

⑪生態系 地域を特徴づける生
態系

○ ○

⑫景観
主要な眺望点及び景
観資源並びに主要な
眺望景観

○

⑬人と自然との触れ合い
の活動の場

主要な人と自然との
触れ合いの活動の場

○

⑭廃棄物等
建設工事に伴う副産
物

○

4.環境影響評価項目
環境影響評価項目は、大気質、騒音、低周波音、振動、水質、水文環境、地盤、日照阻害、
動物、植物、生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場、廃棄物等に係る項目を選定しました。

表７ 本事業における環境影響評価項目

－11－



図4  標準横断図

専用部（嵩上式）・一般部（地表式） 専用部（地下式）・一般部（地表式）
専用部（地表式）・一般部（地表式整備済）

（単位：ｍ）

図3  予測位置図

専用部

一般部

地下式 地表式 嵩上式 地表式 地下式 地表式 嵩上式 地表式

地表式 嵩上式 地表式

－12－
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5.評価結果 

5.1大気質 

項 目 
予測結果 

環境保全措置及び 
事後調査 

評価結果 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

二酸化窒素 

浮遊粒子状
物質 

存在・供用
（自動車の

走行） 

二酸化窒素の予測結
果（既存道路の影響を考
慮）は 

0.0104～0.0167ppm
であり、全ての地点で環
境基準を下回る。 

浮遊粒子状物質の予
測結果（既存道路の影響
を考慮）は、0.0181～
0.0235mg/m3であり、全
ての地点で環境基準を
下回る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜環境保全措置＞ 
― 
 

＜事後調査＞ 
― 

 

計画路線は道路の計画段階
において集落及び市街地をで
きる限り回避した計画として
おり、住居等の保全対象への
影響に配慮し、環境負荷の回
避又は低減を図っている。 
このことから、環境影響は

事業者の実行可能な範囲内で
できる限り回避又は低減され
ているものと評価する。 
なお、二酸化窒素の日平均

値の年間98％値及び浮遊粒子
状物質の日平均値の年間2％
除外値は全ての予測地点で基
準値を下回っており、基準等
との整合は図られているもの
と評価する。 

粉じん等 工事の実施 
（建設機械

の稼働） 

粉じん等の予測結果
は、 

0.9～29.2t/km2/月で
あり、参考値を超過する
地点がある。 

 
 

【参考値】 
10t/km2/月 

 
 
 
 
 
 

＜環境保全措置＞ 
・散水 
・作業方法の配慮 
 
＜事後調査＞ 

― 
 
 
 

環境保全措置として「散水」
を実施することにより、環境
影響を低減している。なお、
散水により公共用水域への濁
水の流入が懸念される場合に
は、適切に対応する。 
さらに、「作業方法の配慮」

を実施することにより、環境
影響のできる限り回避又は低
減を図る。粉じん等の状況や
環境保全措置の効果について
確認し、その状況に応じ、適
切な措置を講じる。 
このことから、環境影響は

事業者の実行可能な範囲内で
できる限り回避又は低減され
ているものと評価する。 
なお、環境保全措置を実施

することにより、全ての予測
地点で参考値を下回り、基準
等との整合は図られているも
のと評価する。 
 
 
 
 

 

 

 

【二酸化窒素に係る環境基準】 
0.06ppm以下 
【二酸化窒素に係る千葉県環境目標値】 
0.04ppm以下 
 
【浮遊粒子状物質に係る環境基準】 
0.10mg/m3以下 
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項 目 
予測結果 

環境保全措置及び 
事後調査 

評価結果 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

粉じん等 工事の実施 
（資材及び

機械の運搬

に用いる車

両の運行） 

粉じん等の予測結果
は、 

0.1～3.1t/㎢/月 で
あり、全ての地点で参考
値を下回る。 

 
 
【参考値】 
10t/km2/月 

 
 

 

＜環境保全措置＞ 
・工事用車両の分散 

 
＜事後調査＞ 

― 

環境保全措置として「工事
用車両の分散」を実施するこ
とにより、環境影響のできる
限り回避又は低減を図る。 
このことから、環境影響は

事業者の実行可能な範囲内で
できる限り回避又は低減され
ているものと評価する。 
なお、予測結果は全ての予

測地点で参考値を下回ってお
り、基準等との整合は図られ
ているものと評価する。 
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項 目 
予測結果 

環境保全措置及び 
事後調査 

評価結果 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

二酸化窒素 

浮遊粒子状
物質 

工事の実施 
（建設機械

の稼働） 

 

二酸化窒素の予測
結果は、建設機械寄与
濃度で 
0.0002～0.0088 ppm、 
バックグラウンド濃
度を含めた年平均値
で、 
0.0093～0.0198ppm 
であり、参考値を超過
する地点が見られる
が、環境基準は全ての
地点で下回る。 

浮遊粒子状物質の
予測結果は、建設機械
寄与濃度で 
0.00003～0.00129 
mg/m3、 

バックグラウンド
濃度を含めた年平均
値で、0.01804～
0.02429mg/m3であり、
全ての地点で参考値
及び環境基準を下回
る。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜環境保全措置＞ 
・排出ガス対策型建設

機械の採用 
・作業方法の配慮 

 
＜事後調査＞ 

― 
 

建設機械寄与濃度の予測
値が参考値を超えている箇
所については、環境保全措
置として「排出ガス対策型
建設機械の採用」を実施す
ることにより、参考値を下
回るものと評価する。 
さらに、「作業方法の配

慮」を実施することにより、
環境影響のできる限り回避
又は低減を図る。 
このことから、環境影響

は事業者の実行可能な範囲
内でできる限り回避又は低
減されているものと評価す
る。 
なお、二酸化窒素の建設

機械による寄与濃度及び日
平均値の年間98％値、浮遊
粒子状物質の建設機械によ
る寄与濃度及び日平均値の
年間2％除外値は、全ての予
測地点で基準値を下回って
おり、基準等との整合は図
られているものと評価す
る。 

 

 

 

 

【二酸化窒素に係る建設機械寄与濃度の参考値】 
0.004ppm以下 
【二酸化窒素に係る環境基準】 
0.06ppm以下 
【二酸化窒素に係る千葉県環境目標値】 
0.04ppm以下 
 
【浮遊粒子状物質に係る建設機械寄与濃度の参考値】 
0.009mg/m3 
【浮遊粒子状物質に係る環境基準】 
0.10mg/m3以下 
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項 目 
予測結果 

環境保全措置及び 
事後調査 

評価結果 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

二酸化窒素 

浮遊粒子状
物質 

工事の実施 
（資材及び

機械の運搬

に用いる車

両の運行） 

二酸化窒素の予測結
果は、工事用車両寄与
濃度で 

0.000001～ 
0.000012ppm、 

バックグラウンド濃
度を含めた年平均値は
0.0091～0.0113ppm 
であり、全ての地点で
参考値及び環境基準を
下回る。 

浮遊粒子状物質の予
測結果は、工事用車両
寄与濃度で 

0.000000～ 
0.0000020mg/m3、 

バックグラウンド濃度
を含めた年平均値は
0.0180～0.0230mg/m3で
あり、全ての地点で参
考値及び環境基準を下
回る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜環境保全措置＞ 
・工事用車両の分散 
 

＜事後調査＞ 
― 
 
 
 

環境保全措置として「工
事用車両の分散」を実施す
ることにより、環境影響の
できる限り回避又は低減を
図る。 
このことから、環境影響

は事業者の実行可能な範囲
内でできる限り回避又は低
減されているものと評価す
る。 
なお、二酸化窒素の工事

用車両の運行による寄与濃
度及び日平均値の年間98％
値、浮遊粒子状物質の工事
用車両の運行による寄与濃
度及び日平均値の年間2％
除外値は、全ての予測地点
で基準値を下回っており、
基準等との整合は図られて
いるものと評価する。 
 

 

 

 

 

【二酸化窒素に係る工事用車両寄与濃度の参考値】 
0.004ppm以下 
【二酸化窒素に係る環境基準】 
0.06ppm以下 
【二酸化窒素に係る千葉県環境目標値】 
0.04ppm以下 
 
【浮遊粒子状物質に係る工事用車両寄与濃度の参考値】 
0.009mg/m3 
【浮遊粒子状物質に係る環境基準】 
0.10mg/m3以下 
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5.2騒音 

項 目 
予測結果 

環境保全措置及び 
事後調査 

評価結果 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

騒音 存在・供用 
（自動車の

走行） 

計画路線の予測
結果 
〇近接空間 
昼間：57～74dB 
夜間：54～71dB 
〇背後地 
昼間：58～71dB 
夜間：54～68dB 
環境基準を上回
る地点がある。 
 
既存道路の影響
を考慮した予測
結果 
〇近接空間 
昼間：64～74dB 
夜間：61～71dB  
〇背後地 
昼間：62～71dB 
夜間：59～68dB 
環境基準を上回
る地点がある。 
 

＜環境保全措置＞ 
・0.5ｍ～6ｍ程度の遮音

壁の設置 
・側壁吸音板の設置 
・高架裏面吸音板の設置 
・排水性舗装の敷設 
 
＜事後調査＞ 

― 
 
 

計画路線は道路の計画段階におい
て集落及び市街地をできる限り回避
した計画としており、住居等の保全
対象への影響に配慮し、環境負荷の
回避又は低減を図っている。 
基準値を超過すると予測される箇

所については、環境保全措置として
「遮音壁の設置」、「側壁吸音板の設
置」、「高架裏面吸音板の設置」を実
施することにより、基準値を下回る
ものと評価する。 
さらに、「排水性舗装の敷設」を実

施することにより、環境影響のでき
る限り低減を図る。なお、騒音規制
法に基づき、市において実施される
自動車騒音の常時監視の結果をふま
え、本環境影響評価の段階において
予測し得なかった著しい環境への影
響が生じた場合には、専門家等の助
言を踏まえ、必要に応じて環境監視
についても実施し、必要な措置を講
じる。 
このことから、環境影響は事業者

の実行可能な範囲内でできる限り回
避又は低減されているものと評価す
る。 

＜計画路線の予測結果（対策後）＞ 

〇近接空間    〇背後地 

昼間：54～67dB  昼間：50～63dB 

夜間：51～64dB  夜間：47～60dB 

 
既存道路の影響を考慮した騒音の

予測結果は、「鎌ケ谷市新鎌ケ谷4丁
目」、「白井市大山口1丁目」、「白井市
清水口1丁目」においては、計画路線
（専用部）に環境保全措置を実施し
た後も、基準値を超過するが、既存
道路（整備済の一般部）からの寄与
分を超えない騒音レベルまで低減し
ていると評価する。鎌ケ谷以東の整
備済みの一般部において基準値を超
過している地点については、一般部
においても、住居等の立地状況や交
通量の変化等を踏まえ、適切な環境
保全措置を実施するよう道路管理者
に求めていく。 
＜既存道路の影響を考慮した予測結果 

（対策後）＞ 

〇近接空間    〇背後地 

昼間：57～73dB  昼間：54～68dB 

夜間：54～70dB   夜間：51～64dB 

【騒音に係る環境基準】 

道路に面する地域（近接空間）： 

昼間70dB以下、夜間65dB以下 

幹線交通を担う道路に近接する空間（背後地）： 

・A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 

昼間60dB以下、夜間55dB以下 

 

・B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及び 

C地域のうち車線を有する道路に面する地域 

昼間65dB以下、夜間60dB以下 

 

A地域：専ら住居の用に供される地域 

B地域：主として住居の用に供される地域 

C地域：相当数の住居と併せて商業、工業の用に供される地域 

基準超過地点 

鎌ケ谷４丁目（既存道路の予測値・既存道路の影響を考慮した 

対策後の予測値） 

〇近接空間       〇背後地 

昼間：73㏈・73㏈    昼間：68㏈・68㏈ 

夜間：69㏈・69㏈    夜間：64㏈・64㏈ 

大山口１丁目（   〃   ） 

〇近接空間       〇背後地 

昼間：基準値内     昼間：基準値内 

夜間：67㏈・67㏈    夜間：基準値内 

清水口１丁目（   〃   ） 

〇近接空間       〇背後地 

昼間：73㏈・73㏈     昼間：67㏈・67㏈ 

夜間：70㏈・70㏈     夜間：64㏈・64㏈  
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項 目 

予測結果 
環境保全措置及び 

事後調査 
評価結果 

環境 
要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

騒音 工事の実施 
（建設機械の

稼働） 

予測結果は、 
75～96dB 
であり、規制基準を上

回る地点がある。 
 
【規制基準】 
85dB以下 

 

 

＜環境保全措置＞ 
・仮囲いなどの遮音

対策 
・低騒音型建設機械

の採用 
・作業方法の配慮 

 
＜事後調査＞ 

― 

 

予測値が整合を図るべき基
準を超えている箇所について
は、環境保全措置として「仮
囲いなどの遮音対策」を実施
することにより、基準値を下
回っており、基準等との整合
は図られているものと評価す
る。 
さらに、「低騒音型建設機械

の採用」及び「作業方法の配
慮」を実施することにより、
環境影響のできる限り回避又
は低減を図る。なお、騒音の
状況や環境保全措置の効果に
ついて確認し、その状況に応
じ、適切な措置を講じる。 
このことから、環境影響は

事業者の実行可能な範囲内で
できる限り回避又は低減され
ているものと評価する。 

工事の実施 
（資材及び機

械の運搬に用

いる車両の運

行） 

予測結果は、 
56～76dB 
であり、一部の地点で

環境基準を上回る。 
 
 

 

＜環境保全措置＞ 
・工事用車両の分散 

 
＜事後調査＞ 

― 
 
 
 
 

環境保全措置として「工事
用車両の分散」を実施するこ
とにより、環境影響のできる
限り回避又は低減を図る。 
このことから、環境影響は

事業者の実行可能な範囲内で
できる限り回避又は低減され
ているものと評価する。 
なお、予測結果は、「一般国

道464号(7)」、「一般国道16号」
においては、整合を図るべき
基準等を上回るが、それ以外
の予測地点においては基準と
の整合が図られているものと
評価する。 
現況で環境基準を超過して

いる「一般国道464号(7)」、「一
般国道16号」においては、現
況値に対する騒音レベルの増
加はない。これらの地点につ
いては、事業実施段階におい
て、工事用車両の運行計画に
ついて慎重に検討し、現況騒
音レベルを大きく上回らない
よう努める。 
 

 
 

 

 

 

 

 

【要請限度】 
昼間75dB以下 
【環境基準】 
昼間70dB以下 
 
（※）工事車両が運行する時間は昼間を想定 
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 5.3振動 

項 目 

予測結果 
環境保全措置及び 

事後調査 
評価結果 

環境 
要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

振動 存在・供用 
（自動車の

走行） 

予測結果は、 
昼間が40～54dB、 
夜間が41～54dB で

あり、全ての地点で規制
基準を下回る。 

 
 

 

＜環境保全措置＞ 
― 
 

＜事後調査＞ 
― 

計画路線は道路の計画段階
において、集落及び市街地を
できる限り回避した計画とし
ており住居等の保全対象への
影響に配慮し、環境負荷の回
避又は低減を図っている。 
このことから、環境影響は

事業者の実行可能な範囲内で
できる限り回避又は低減され
ているものと評価する。 
なお、予測結果は、全ての

予測地点及び時間区分におい
て基準値を下回っており、基
準等との整合は図られている
ものと評価する。 

 

工事の実施 
（建設機械

の稼働） 

予測値は、 
47～69dB 
であり、全ての地点で

規制基準を下回る。 
 
 

【規制基準】 
75dB以下 

 

＜環境保全措置＞ 
・作業方法の配慮 
・低振動型建設機械の採

用 
 

＜事後調査＞ 
― 

 
 

環境保全措置として「低振
動型建設機械の採用」及び「作
業方法の配慮」を実施するこ
とにより、環境影響のできる
限り回避又は低減を図る。 
このことから、環境影響は

事業者の実行可能な範囲内で
できる限り回避又は低減され
ているものと評価する。 
なお、予測結果は、全ての

予測地点で基準値を下回って
おり、基準等との整合は図ら
れているものと評価する。 
 

工事の実施 
（資材及び

機械の運搬

に用いる車

両の運行） 

 

予測値は、 
39～59dB 

であり、全ての地点で規
制基準を下回る。 
 
 

 
 

＜環境保全措置＞ 
・工事用車両の分散 
 

＜事後調査＞ 
― 
 

環境保全措置として「工事
用車両の分散」を実施するこ
とにより、環境影響のできる
限り回避又は低減を図る。 
このことから、環境影響は

事業者の実行可能な範囲内で
できる限り回避又は低減され
ているものと評価する。 

 なお、予測結果は、全ての
予測地点で基準値を下回って
おり、基準等との整合は図ら
れているものと評価する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【規制基準】 
第一種区域： 
昼間65dB以下 
夜間60dB以下 
第二種区域 
昼間70dB以下 
夜間65dB以下 
 

【規制基準】 
第一種区域： 
昼間65dB以下 
 
第二種区域 
昼間70dB以下 
 
（※）工事車両が運行する時間は昼間を想定 
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5.4低周波 

項 目 
予測結果 

環境保全措置及び 
事後調査 

評価結果 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

低周波音 存在・供用 
（自動車の走

行） 

予測値は、 
L50が70～78dB、 
LG5が79～85dB 
であり、全ての地点
において、参考とな
る指標を下回る。 
 

＜環境保全措置＞ 
― 
 

＜事後調査＞ 
― 
 

計画路線は道路の計画段階
において、集落及び市街地を
できる限り回避した計画とし
ており、住居棟の保全対象を
への影響に配慮し、環境負荷
の回避又は低減を図ってい
る。 
このことから、環境影響は

事業者の実行可能な範囲内で
できる限り回避又は低減され
ているものと評価する。 
 なお、予測結果は、全ての
予測地点で参考となる指標を
下回っており、基準等との整
合は図られているものと評価
する。 
 
 
 
 
 

 

【参考値】 
一般環境中に存在する低周波音圧
レベル(L50)：90dB以下 

ISO7196に規定されたG特性低周波
音圧レベル（LG5）：100dB以下 
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5.5水質 

項 目 

予測結果 
環境保全措置及び 

事後調査 
評価結果 

環境 
要素 

の区分 

影響要因 
の区分 

水の濁り 
 

工事の実施 
（切土工等又

は既存の工作

物の除去、工事

施工ヤードの

設置及び工事

用道路等の設

置） 

 

渡河する河川にお
ける浮遊物質量
（SS）は、通常時に
紙敷川で 
9～97mg/l、 
それ以外の5河川で
1～12mg/l、 
降雨時にそれら 
6河川で 
6～210mg/l 
という調査結果が
得られている。 

流量は、それら 
6河川で通常時に
0.004～ 

0.571m3/s、 
降雨時に 
0.061～ 

5.372m3/s 
という調査結果

が得られている。 
切土工等又は既

存の工作物の除去、
工事施工ヤードの
設置及び工事用道
路等の設置の工事
が予定されており、
降雨時に工事に伴
って出現する法面
や裸地等から発生
する濁水の周辺河
川への流出が懸念
され、水の濁りが発
生すると予測され
る。 

＜環境保全措置＞ 
・速やかな転圧及び法

面整形 
・シートによる被覆等

の実施 
・仮設沈砂池の設置 
 

＜事後調査＞ 
― 

 
 

切土工等又は既存の工作物
の除去、工事施工ヤードの設置
及び工事用道路等の設置に伴
い水の濁りが新たに発生する
が、工事実施による土地の改変
を最小限に抑えることにより、
環境負荷の回避又は低減を図
る。 
さらに、環境保全措置とし

て、事業実施段階で現地条件等
を勘案し、関係機関との協議及
び専門家等からの意見指導を
得ながら、「仮設沈砂池の設置」
を実施する。また、工事の実施
に際しては、土砂流出が極力発
生しないよう、「速やかな転圧
及び法面整形」及び「シートに
よる被覆等の実施」を実施する
ことにより、環境影響のできる
限り回避又は低減を図る。 
このことから、環境影響は事

業者の実行可能な範囲内でで
きる限り回避又は低減されて
いるものと評価する。 
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5.6水文環境 

項 目 

予測結果 
環境保全措置及び 

事後調査 
評価結果 

環境 
要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

河川 存在・供用 
（道路（地下式）

の存在） 

＜道路（地下式）の
存在及び掘削工事、
トンネル工事の実
施に係る河川＞ 
道路（地下式）の

存在及び掘削工事、
トンネル工事の実
施により、道路（地
下式）近傍に位置す
る国分川、紙敷川、
大津川の流量が変
化すると予測され
る。 
 

＜環境保全措置＞ 
・復水工法の採用 
・通水工法の採用 
 
＜事後調査＞ 

河川については、環境保全
措置の内容をより詳細なもの
にするため、環境影響評価法
に基づく事後調査を実施す
る。 
 

＜事後調査の結果により環境
影響の程度が著しいことが判
明した場合の対応＞ 
事後調査の結果により、事

前に予測し得ない事業の実施
による環境上の著しい影響が
生じることが判明した場合
は、事業者が関係機関と協議
し、専門家の意見を得ながら
適切な措置を講じる。 
 
＜事後調査結果の公表方法＞ 

事後調査結果の公表方法に
ついては、事業者が行うもの
とするが、公表時期･方法につ
いては、関係機関と連携しつ
つ、適切に実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

計画路線は道路の計
画段階において、改変量
を極力抑えた計画とし
ており、河川への影響に
配慮し、環境負荷の回避
又は低減を図っている。 
また、切土及びトンネ

ル区間では、事業実施段
階において河川の環境
に配慮した施工方法を
検討するとともに、関係
機関との協議及び専門
家等からの意見指導を
得ながら、環境保全措置
として「復水工法の採
用」及び「通水工法の採
用」を実施し、環境負荷
を低減する。 
このことから、環境影

響は事業者の実行可能
な範囲内でできる限り
回避又は低減されてい
るものと評価する。 
 

工事の実施 
（掘削工事、トン

ネル工事の実施） 
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項 目 

予測結果 
環境保全措置及び 

事後調査 
評価結果 

環境 
要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

地下水 存在・供用 
（道路（地下

式）の存在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工事の実施 
（掘削工事、

トンネル工

事の実施） 

＜道路（地下式）の存在に係る
地下水＞ 

予測結果は、東京外かく環状
道路との接続部および大町周辺
の道路（地下式）の存在におい
て、浅層地下水が遮断されるこ
とにより地下水に変動が生じ、
地下水流の上流側で水位上昇、
下流側で水位低下が生じる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜掘削工事、トンネル工事の実
施に係る地下水＞ 

予測結果は、東京外かく環状
道路との接続部および大町周辺
の掘削工事、トンネル工事の実
施において、浅層地下水及び深
層地下水が遮断されることによ
り地下水に変動が生じ、地下水
流の上流側で水位上昇、下流側
で水位低下が生じる。 
 
 
 
 

＜環境保全措置＞ 
・復水工法の採用 
・通水工法の採用 
 
＜事後調査＞ 
地下水について

は、環境保全措置
の内容をより詳細
な も のに す るた
め、環境影響評価
法に基づく事後調
査を実施する。 
 
＜事後調査の結

果により環境影響
の程度が著しいこ
とが判明した場合
の対応＞ 
事後調査の結果

により、事前に予
測し得ない事業の
実施による環境上
の著しい影響が生
じることが判明し
た場合は、事業者
が関係機関と協議
し、専門家の意見
を得ながら適切な
措置を講じる。 
 
＜事後調査結果

の公表方法＞ 
事後調査結果の公
表 方 法に つ いて
は、事業者が行う
ものとするが、公
表時期・方法につ
いては、関係機関
と連携しつつ、適
切に実施する。 
 
 

計画路線は道路の計画
段階において、改変量を
極力抑えた計画としてお
り、地下水への影響に配
慮し、環境負荷の回避又
は低減を図っている。 
また、切土及びトンネ

ル区間では、事業実施段
階において、周辺地下水
の環境に配慮した施工方
法を検討するとともに、
関係機関との協議及び専
門家等からの意見指導を
得ながら、環境保全措置
として「復水工法の採用」
及び「通水工法の採用」を
実施し、環境負荷を低減
する。 
このことから、環境影

響は事業者の実行可能な
範囲内でできる限り回避
又は低減されているもの
と評価する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

浅層地下水位変動量（A層Ds1層）［単位：m］ 

番号 予測地点 最大上昇量 最大低下量 

①  
市川市稲越町～
松戸市高塚新田 

約 0.8 約-1.0 

②  
松戸市串崎新田

～鎌ケ谷市初富 
約 1.1 約-1.1 

深層地下水位変動量（Ds2層） ［単位：m］ 

番号 予測地点 最大上昇量 最大低下量 

① 
市川市稲越町～
松戸市高塚新田 

約 1.1 約-1.2 

② 
松戸市串崎新田

～鎌ケ谷市初富 
約 1.1 約-1.1 

深層地下水位変動量（Ds3層）  ［単位：m］ 

番号 予測地点 最大上昇量 最大低下量 

① 
市川市稲越町～

松戸市高塚新田 
約 1.2 約-1.2 

② 
松戸市串崎新田
～鎌ケ谷市初富 

0.2 未満 -0.2 未満 

浅層地下水位変動量（A層Ds1層）［単位：m］ 

番号 予測地点 最大上昇量 最大低下量 

① 
市川市稲越町～
松戸市高塚新田 

約 0.6 約-1.1 

② 
松戸市串崎新田
～鎌ケ谷市初富 

約 0.3 約-0.4 

深層地下水位変動量（Ds2層）［単位：m］ 

番号 予測地点 最大上昇量 最大低下量 

① 
市川市稲越町～

松戸市高塚新田 
約 0.7 約-1.5 

② 
松戸市串崎新田

～鎌ケ谷市初富 
約 0.6 約-0.9 

 深層地下水位変動量（Ds3層）［単位：m］ 

番号 予測地点 最大上昇量 最大低下量 

① 
市川市稲越町～
松戸市高塚新田 

約 0.8 約-1.6 

② 
松戸市串崎新田
～鎌ケ谷市初富 

0.2 未満 -0.2 未満 
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5.7地盤 

項 目 

予測結果 
環境保全措置及び 

事後調査 
評価結果 

環境 
要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

地盤沈
下 

存在・供用 
（道路（地下

式）の存在） 

 

＜道路（地下式）の存
在に係る地盤沈下＞ 

地下水の変動量から
計算される地盤沈下量
は「市川市稲越町～松
戸市高塚新田」では  

約0.15m、「松戸市串
崎新田～鎌ケ谷市初
富」では約0.02mと予
測される。 
 

 
 
 

＜環境保全措置＞ 
・復水工法の採用 
・通水工法の採用 
 

＜事後調査＞ 
地盤については、

環境保全措置の内容
をより詳細なものに
するため、環境影響
評価法に基づく事後
調査を実施する。 
 
＜事後調査の結果に
より環境影響の程度
が著しいことが判明
した場合の対応＞ 
事後調査の結果に

より、事前に予測し
得ない事業の実施に
よる環境上の著しい
影響が生じることが
判明した場合は、事
業者が関係機関と協
議し、専門家の意見
を得ながら適切な措
置を講じる。 
 
＜事後調査結果の公
表方法＞ 
事後調査結果の公

表方法については、
事業者が行うものと
するが、公表時期・
方法については、関
係機関と連携しつ
つ、適切に実施する。 
 
 

計画路線は道路の計画段階
において、改変量を極力抑え
た計画としており、地盤への
影響に配慮し、環境負荷の回
避又は低減を図っている。 

また、切土及びトンネル区
間では、事業実施段階におい
て地盤の状況に配慮した施工
方法を検討するとともに、関
係機関との協議及び専門家等
からの意見指導を得ながら、
環境保全措置として「復水工法
の採用」及び「通水工法の採用」
を実施し、環境負荷を低減す
る。 
このことから、環境影響は

事業者の実行可能な範囲内で
できる限り回避又は低減され
ているものと評価する。 
 
 
 
 
 
 
 

工事の実施 
（掘削工事、ト

ンネル工事の

実施） 
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5.8その他の環境要素 

項 目 
予測結果 

環境保全措置及び 
事後調査 

評価結果 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

日照阻害 存在・供用 
（道路（嵩上

式）の存在） 

 

予測結果は、「市川市大
町」では3時間以内、「松
戸市串崎新田」は4時間以
内である。「鎌ケ谷市初
富」、「鎌ケ谷市栗野」で
は、参考となる指標を超
過する5時間以上の新た
な日影が生じると予測さ
れる。 
 

＜環境保全措置＞ 
・高架構造物の上下部
工の形式・配置等の
工夫 

 
＜事後調査＞ 

― 
 
 

計画路線は道路の計画
段階において、集落及び
市街地をできる限り回避
した計画としており、住
居等の保全対象への影響
に配慮し、環境負荷の回
避又は低減を図ってい
る。 
また、環境保全措置と

して「高架構造物の上下
部工の形式・配置等の工
夫」を実施することによ
り、環境影響のできる限
り低減を図る。 
このことから、環境影

響は事業者の実行可能な
範囲内でできる限り回避
又は低減されているもの
と評価する。 
なお、予測結果は「鎌

ケ谷市初富」、「鎌ケ谷市
栗野」において、整合を
図るべき基準等を上回る
が、それ以外の予測地点
においては基準との整合
が図られているものと評
価する。本事業に起因し
て生じる日照阻害に関す
る影響については、必要
に応じて「公共施設の設
置に起因する日陰により
生ずる損害等に係る費用
負担について」（昭和51年
建設省計用発第4号）に基
づき、適切に対処する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考値】 

＜無指定・第一種住居地域＞ 
2階高さにおいて日陰時間が5時間を超えないこと 
＜第一種中高層住居専用地域＞ 
2階高さにおいて日陰時間が4時間を超えないこと 
＜第一種低層住居専用地域＞ 

1階高さにおいて日陰時間が4時間を超えないこと 
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5.9動物 

項 目 

予測結果 
環境保全措置及び 

事後調査 
評価結果 

環境 
要素 

の区分 

影響要因 
の区分 

重要な
種及び
注目す
べき生
息地 

存在・供用 
（道路（地表

式）の存在及

び道路（嵩上

式）の存在） 
 

存在・供用及
び工事の実施
により、オオタ
カについては、
生息環境は保
全されない、ま
たは保全され
ないおそれが
あると予測さ
れる。 

 
【影響が予測
される種】 
オオタカ 

＜環境保全措置＞ 
・工事施工ヤード及び工事用
道路の都市計画対象道路事
業実施区域内利用 

・移動経路の確保 
・照明の漏れ出しの抑制 
・工事工程の配慮及び段階的
な土地の改変 

・低騒音型・低振動型機械の
採用 

・締切・沈砂池等の濁水処理
の実施 

 
＜事後調査＞ 

オオタカについては、環境
保全措置の内容をより詳細な
ものにするため、環境影響評
価法に基づく事後調査を実施
する。 
 

＜事後調査の結果により環境
影響の程度が著しいことが判
明した場合の対応＞ 
事後調査の結果により、繁

殖時の調査対象の種･個体の
営巣地の移動等、事前に予測
し得ない事業の実施による繁
殖への著しい影響が生じるこ
とが判明した場合は、事業者
が関係機関と協議し、専門家
の意見を得ながら適切な措置
を講じる。 
 

＜事後調査結果の公表方法＞ 
事後調査結果の公表方法につ
いては、事業者が行うが、公
表時期･方法については、関係
機関と連携しつつ、適切に実
施する。 
 
 
 
 
 
 

計画路線は道路の計画段階に
おいて、河川を渡河する場合に
流水部に橋脚を伴わない橋梁形
式とすることにより、自然環境
の改変量を極力抑えた計画とし
ている。また、計画路線の位置
は、集落及び市街地を回避しな
がら、河川や樹林など重要な動
物の生息地等の改変が可能な限
り小さくなるよう配慮した計画
としており、動物への環境負荷
の回避又は低減を図っている。 
さらに、環境保全措置として、

工事の実施においては、「工事施
工ヤード及び工事用道路の都市
計画対象道路事業実施区域内利
用」、「工事工程の配慮及び段階
的な土地の改変」、「低騒音型･
低振動型機械の採用」及び「締
切･沈砂池等の濁水処理の実
施」、道路の存在においては、「移
動経路の確保」及び「照明の漏
れ出しの抑制」を実施すること
により、環境影響のできる限り
回避又は低減を図る。 
なお、猛禽類の「オオタカ」

については、環境保全措置の内
容をより詳細なものにするた
め、事後調査を実施してより適
切に環境影響の回避又は低減を
図り、予測し得ない影響が生じ
る場合は別途対策を講じる。 
このことから、環境影響は事

業者の実行可能な範囲内ででき
る限り回避又は低減されている
ものと評価する。 
 

工事の実施 
（建設機械の

稼働、工事施

工ヤードの設

置及び工事用

道路等の設

置） 
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5.10植物 

項 目 

予測結果 
環境保全措置及び 

事後調査 
評価結果 

環境 
要素 

の区分 

影響要因 
の区分 

重要な種
及び群落 
 

存在・供用 
（道路（地表

式）の存在及

び道路（嵩上

式）の存在） 

存在・供用及び
工事の実施によ
り、以下の種に対
する影響が予測
される。 

 
【影響が予測さ
れる種】 
アカシデ、ハシバ
ミ、ヒロハノカワ
ラサイコ、イヌハ
ギ、マキエハギ、
オニツルウメモ
ドキ、ノジトラノ
オ、ジュウニヒト
エ、ヒキヨモギ、
カワヂシャ、ヤナ
ギモ、チョウセン
ガリヤス、コウキ
クサ、エビネ、ギ
ンラン、キンラ
ン、マヤラン 
 

＜環境保全措置＞ 
・工事施工ヤード及び工事用道
路の都市計画対象道路事業実
施区域内利用 

・照明の漏れ出しの抑制 
・締切･沈砂池等の濁水処理の実

施 
・代償措置として移植 
 
＜事後調査＞ 

「移植」については、環境保
全措置の内容をより詳細なもの
にするため、環境影響評価法に
基づく事後調査を実施する。 
 
＜事後調査の結果により環境影
響の程度が著しいことが判明し
た場合の対応＞ 
事後調査の結果により、事業

の実施による生育環境の大幅な
変化等、事前に予測し得ない環
境上の著しい影響が生じたこと
が判明した場合は、事業者が関
係機関と協議し、専門家の意見
を得ながら、必要に応じて適切
な措置を講じる。 
 
＜事後調査結果の公表方法＞ 
事後調査結果の公表方法につ

いては、事業者が行うが、公表
時期･方法については、関係機関
と連携しつつ、適切に実施する。 

計画路線は道路の計画
段階において、河川を渡
河する場合に流水部に橋
脚を伴わない橋梁形式と
することにより、自然環
境の改変量を極力抑えた
計画としている。また、
計画路線の位置は、集落
及び市街地を回避しなが
ら、河川や樹林など重要
な植物の生育地等の改変
が可能な限り小さくなる
よう配慮した計画として
おり、植物への環境負荷
の回避又は低減を図って
いる。 
さらに、環境保全措置

として、工事の実施にお
いては「工事施工ヤード
及び工事用道路の都市計
画対象道路事業実施区域
内利用」、「締切･沈砂池等
の濁水処理の実施」及び
「移植（代償措置）」、道
路の存在においては「照
明の漏れ出しの抑制」を
実施することにより、環
境影響のできる限り回避
又は低減を図る。なお、
移植を実施した重要な種
については、環境保全措
置の内容をより詳細なも
のにするため、事後調査
を実施するほか、予測し
得ない影響が生じた場合
は別途対策を講じる。 
このことから、環境影

響は事業者の実行可能な
範囲内でできる限り回避
又は低減されているもの
と評価する。 
 
 
 
 
 
 

工事の実施 
（工事施工

ヤードの設置

及び工事用道

路等の設置） 

 



- 28 - 

5.11生態系 

項 目 
予測結果 

環境保全措置及び 
事後調査 

評価結果 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

地域を特
徴づける
生態系 

存在・供用 
（道路（地表

式）の存在及

び道路（嵩上

式）の存在） 

 

 存在・供用
及び工事の実
施により以下
の注目種に対
する影響が予
測される。 
 
【影響が予測
される注目
種・群集】 
・オオタカ（樹
林環境の生態
系） 

 
 

＜環境保全措置＞ 
・工事施工ヤード及び工事用道路
の都市計画対象道路事業実施区
域内利用 

・移動経路の確保 
・照明の漏れ出しの抑制 
・工事工程の配慮及び段階的な土
地の改変 

・低騒音型・低振動型機械の採用 
・締切・沈砂池等の濁水処理の実
施 

 
＜事後調査＞ 

オオタカについては、環境保全
措置の内容をより詳細なものにす
るため、環境影響評価法に基づく
事後調査を実施します。 
 

＜事後調査の結果により環境影響
の程度が著しいことが判明した場
合の対応＞ 
事後調査の結果により、繁殖時

の調査対象の種･個体の営巣地の
移動等、事前に予測し得ない事業
の実施による繁殖への著しい影響
が生じることが判明した場合は、
事業者が関係機関と協議し、専門
家の意見を得ながら適切な措置を
講じます。 

 
＜事後調査結果の公表方法＞ 

事後調査結果の公表方法につい
ては、事業者が行うものとします
が、公表時期･方法については、関
係機関と連携しつつ、適切に実施
します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計画路線は道路の計画
段階において、河川を渡
河する場合に流水部に橋
脚を伴わない橋梁形式と
することにより、自然環
境の改変量を極力抑えた
計画としている。また、
計画路線の位置は、集落
及び市街地を回避しなが
ら、河川や樹林など地域
を特徴づける生態系の生
息･生育基盤の改変等が
可能な限り小さくなるよ
う配慮した計画としてお
り、生態系への環境負荷
の回避又は低減を図って
いる。 
さらに、環境保全措置

として、工事の実施にお
いては、「工事施工ヤード
及び工事用道路の都市計
画対象道路事業実施区域
内利用」、「工事工程の配
慮及び段階的な土地の改
変」、「低騒音型･低振動型
機械の採用」及び「締切･
沈砂池等の濁水処理の実
施」、道路の存在において
は、「移動経路の確保」及
び「照明の漏れ出しの抑
制」を実施することによ
り、環境影響のできる限
り回避又は低減を図る。 
なお、猛禽類の「オオ

タカ」については、環境
保全措置の内容をより詳
細なものにするため、事
後調査を実施してより適
切に環境影響の回避･低
減を図り、予測し得ない
影響が生じる場合は別途
対策を講じる。 
このことから、環境影

響は事業者の実行可能な
範囲内でできる限り回避
又は低減されているもの
と評価する。 

工事の実施 
（工事施工ヤ

ードの設置及

び工事用道路

等の設置） 
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5.12景観 

項 目 
予測結果 

環境保全措置及び 
事後調査 

評価結果 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

主要な眺望
点及び景観
資源並びに
主要な眺望
景観 

存在・供用 
（道路（地表

式）の存在及

び道路（嵩上

式）の存在） 

 

＜主要な眺望点
及び景観資源の
改変＞ 
景観資源であ

る大町周辺の森
が計画路線によ
って改変される。 
改変割合は

28％程度になる
ことから、事業に
よる影響が生じ
る。 
 
＜主要な眺望景
観からの景観の
変化＞ 
主要な眺望景

観からの景観の
変化の予測地点
として、8地点を
選定した。 
そのうち5地点

は景観の構成に
変化が生じると
予測された。 
その他の地点

は、眺望点から視
認される景観資
源の中心領域よ
り外れているか、
可視の程度が小
さかった 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜環境保全措置＞ 
・地形改変の最小化 
・構造物（橋梁等）の形式、

デザイン、色彩の配慮 
・のり面等の緑化 
・道路付属物（照明ポール、

立入防止柵等）の形状、
デザイン、色彩の配慮（近
景域における影響の場
合） 

 
＜事後調査＞ 

― 

計画路線は道路の計画段
階において、改変量を極力抑
えた計画としており、景観へ
の環境負荷の回避又は低減
を図っている。 
さらに、環境保全措置とし

て、「地形改変の最小化」、「構
造物（橋梁等）の形式、デザ
イン、色彩の配慮」、「のり面
等の緑化」及び「道路付属物
（照明ポール、立入防止柵
等）の形状、デザイン、色彩
の配慮（近景域における影響
の場合）」を実施することに
より、環境影響のできる限り
低減を図る。 
このことから、環境影響は

事業者の実行可能な範囲で
できる限り回避又は低減さ
れているものと評価する。 
なお、北総線沿いの並木に

ついては、工事の実施にあた
り一部撤去することが考え
られるが、工事用道路の位置
等に配慮し、極力、並木を残
すよう検討する。 
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景観予測（フォトモンタージュ法） 

現状の写真に、計画路線の完成予想図を合成し、景観に関する変化の程度を把握する。 
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5.13人と自然との触れ合いの活動の場 

項 目 
予測結果 

環境保全措置及び 
事後調査 

評価結果 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

主要な人
と自然と
の触れ合
いの活動
の場 

存在・供用 
（道路（地表

式）の存在及

び道路（嵩上

式）の存在） 

 

＜主要な人と自然と
の触れ合いの活動の
場及び自然資源の改
変＞ 

予測の結果、すべ
ての予測地点におい
て、主要な触れ合い
活動の場及び自然資
源に改変はない。 
 
＜利用性の変化＞ 

予測の結果、すべ
ての予測地点におい
て、利用性の変化が
生じるおそれは低い
と予測される。 
 
＜快適性の変化＞ 

予測の結果、多く
の予測地点は、快適
性の変化が生じるお
それはないと予測さ
れる。 

ただし、新鎌ふれ
あい公園、東部調整
池では快適性に変化
が生じると予測す
る。 

新鎌ふれあい公園
では、計画路線が公
園の約50m北側を高
架構造で通過するこ
とから、快適性に変
化が生じると予測す
る。 

東部調整池では、
計画路線が調整池の
北側を高架で通過す
ることから、快適性
に変化が生じると予
測する。 

＜環境保全措置＞ 
・構造物（橋梁等）の形式、

デザイン、色彩の配慮 
・道路付属物（照明ポール、

立入防止柵等）の形状、デ
ザイン、色彩の配慮 

 
＜事後調査＞ 

― 

計画路線は道路の計
画段階において、主要
な人と自然との触れ合
いの活動の場をできる
限り回避した計画とし
ており、環境負荷の回
避又は低減を図ってい
る。 

さらに、環境保全措
置として「構造物（橋
梁等）の形式、デザイ
ン、色彩の配慮」及び
「道路付属物（照明ポ
ール、立入防止柵等）
の形状、デザイン、色
彩の配慮」を実施する
ことにより、環境影響
のできる限り低減を図
る。 

このことから、環境
影響は事業者の実行可
能な範囲内でできる限
り回避又は低減されて
いるものと評価する。 
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 5.14廃棄物等 

項 目 
予測結果 

環境保全措置及び
事後調査 

評価結果 環境要素 
の区分 

影響要因 
の区分 

建設工事
に伴う副
産物 

工事の実施 
（切土工等又

は既存の工作

物の除去） 

工事の実施により発生
する建設副産物は、建設
発生土が約262万m3、建設
汚泥が約1,000m3、建設発
生木材が約3,200m3、コン
クリート塊が約2,700m3、
アスファルト・コンクリ
ート塊が約2,700m3とな
る。 

＜環境保全措置＞ 
・工事間流用の促進 
・再資源化施設への

搬入等による他
事業等での利用 
 

＜事後調査＞ 
― 

計画路線は道路の計画段
階において、集落及び市街
地をできる限り回避した計
画としており、環境負荷の
回避又は低減を図ってい
る。 
さらに、環境保全措置と

して「工事間流用の促進」
及び「再資源化施設への搬
入等による他事業等での利
用」を実施することにより、
環境影響のできる限り低減
を図る。また、「千葉県建設
リサイクル推進計画2016」
（平成28年3月千葉県）で設
定された目標値を上回るよ
うに再利用・再資源化に努
める。なお、「工事間流用の
促進」を行った上で、やむ
を得ず残土処分が発生する
場合には、事業実施段階に
おいて、適切な対応を図る。 
このことから、環境影響

は事業者の実行可能な範囲
内でできる限り回避又は低
減されているものと評価す
る。 

 

以上から、全ての項目で、必要な環境保全措置を実施することなどにより、環境負荷の

回避・低減に努めており、環境影響は事業者の実行可能な範囲内でできる限り、回避又は

低減されているものと評価します。 

なお、「水文環境」、「地盤」、「動物」、「植物」、「生態系」については、環境への影響が生

じる可能性があるため、事後調査を実施し、専門家等の指導・助言を得ながら適切な措置

を講ずることとします。 

また、今後の本事業における詳細な計画検討に当たっては、環境影響評価の結果に基づ

き、環境保全に十分配慮して行うほか、詳細なものとする必要がある環境保全措置の内容

については、詳細な設計や事後調査等の結果を踏まえ、十分に検討します。 

なお、本環境影響評価の段階において予測し得なかった著しい環境への影響が生じた場

合には、必要に応じて専門家等の指導・助言を得ながら、適切な措置を講じます。 

 

 


